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１
．
創
立
か
ら
戦

時
激
動
期
ま
で

（
１
９
１
７
年

～
１
９
４
５
年
）

　（
１
）
大
日
本
聯
合
火
災

保
険
協
会
の
設
立

　
百
年
ほ
ど
前
の
わ
が
国

は
、
第
１
次
世
界
大
戦
に
よ

り
、
不
況
に
あ
え
い
で
い
た

経
済
が
次
第
に
活
況
を
呈
し

た
時
期
で
あ
り
、
損
害
保
険

業
界
で
は
火
災
保
険
会
社
が

著
し
く
増
加
し
、
火
災
保
険

の
事
業
成
績
が
飛
躍
的
に
拡

大
し
た
時
期
と
重
な
る
。
一

方
で
、
火
災
保
険
の
競
争
激

化
の
結
果
、
保
険
料
率
協
定

が
乱
れ
て
利
益
の
減
少
に
つ

な
が
る
等
、
混
乱
の
時
期
で

も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
火
災
保
険

の
安
定
供
給
を
主
た
る
目
的

と
し
て
、
１
９
１
７
年
５
月

29
日
に
現
在
の
損
害
保
険
協

会
の
起
源
と
さ
れ
る
大
日
本

聯
合
火
災
保
険
協
会
が
設
立

さ
れ
た
。
大
日
本
聯
合
火
災

保
険
協
会
は
、
わ
が
国
の
火

災
保
険
会
社
の
ほ
と
ん
ど
が

参
加
し
た
組
織
と
な
り
、
そ

の
後
の
火
災
保
険
事
業
の
発

展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
。

　（
２
）
旧
日
本
損
害
保
険

協
会
の
設
立

　
第
１
次
世
界
大
戦
後
に
反

動
恐
慌
が
発
生
し
、
そ
の
後

も
関
東
大
震
災
や
昭
和
恐
慌

を
挟
ん
で
不
況
が
慢
性
化
す

る
中
、
次
第
に
わ
が
国
を
め

ぐ
る
国
際
情
勢
の
悪
化
か

ら
、
国
策
遂
行
に
協
力
す
る

た
め
の
自
治
統
制
強
化
の
必

要
性
が
高
ま
り
、
時
局
は
業

者
間
の
無
秩
序
な
競
争
を
許

さ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
こ

う
し
た
中
、
損
害
保
険
業
界

で
は
、
火
災
保
険
、
海
上
保

険
関
係
の
諸
団
体
を
発
展
的

に
解
消
し
て
旧
日
本
損
害
保

険
協
会
を
設
立
す
る
に
至
っ

た
（
１
９
４
１
年
７
月
）
。

　
旧
日
本
損
害
保
険
協
会
の

発
足
に
伴
い
改
定
さ
れ
た
協

定
保
険
料
率
は
、
１
９
４
０

年
に
全
面
改
正
さ
れ
た
保
険

業
法
に
よ
っ
て
統
制
協
定
に

指
定
さ
れ
、
損
害
保
険
各
社

は
同
料
率
の
使
用
が
義
務
付

け
ら
れ
た
。

　（
３
）
損
害
保
険
統
制
会

の
設
立

　
太
平
洋
戦
争
中
の
損
害
保

険
業
界
の
活
動
は
、
統
制
強

化
へ
の
対
応
お
よ
び
保
険
会

社
の
整
理
統
合
の
過
程
を
経

つ
つ
、
戦
争
保
険
の
引
き
受

け
と
保
険
金
支
払
い
に
忙
殺

さ
れ
た
。

　
ま
た
、
戦
局
の
進
展
に
伴

い
統
制
が
強
化
さ
れ
、
金
融

統
制
団
体
令
に
基
づ
き
、
損

害
保
険
業
界
で
は
損
害
保
険

統
制
会
が
設
立
さ
れ
た
（
１

９
４
２
年
10
月
）
。
こ
れ
に

よ
り
、
旧
損
害
保
険
協
会
は

そ
の
業
務
を
統
制
会
に
引
き

継
い
で
、
わ
ず
か
１
年
余
り

で
解
散
す
る
に
至
っ
た
。
な

お
、
損
害
保
険
統
制
会
は
終

戦
に
伴
い
解
散
さ
れ
た
（
１

９
４
５
年
10
月
）
。

２
．
再
建
期
か
ら

伸
展
期
ま
で

（
１
９
４
５
年

～
１
９
５
７
年
）

　（
１
）
再
建
期

　
ア
．
日
本
損
害
保
険
協
会

の
再
発
足

　
終
戦
直
後
の
混
乱
し
た
経

済
状
態
の
中
で
損
害
保
険
事

業
を
再
建
す
る
た
め
、
日
本

会
社
全
社
の
合
意
に
よ
る
任

意
団
体
と
し
て
、
１
９
４
６

年
１
月
18
日
に
日
本

損
害
保
険
協
会
（
以

下「
損
害
保
険
協
会
」

と
い
う
）
が
設
立
さ

れ
た
。
そ
の
後
、
協

会
業
務
が
漸
次
恒
久

的
性
格
を
帯
び
て
き

た
こ
と
か
ら
、
１
９

４
８
年
５
月
に
社
団
法
人
の

認
可
を
取
得
し
た
。

　
イ
．
損
害
保
険
事
業
再
建

に
向
け
た
取
り
組
み

　
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
被

保
険
物
件
が
激
減
し
、
火
災

保
険
市
場
が
著
し
く
狭
め
ら

れ
た
中
、
損
害
保
険
業
界

は
、
火
災
保
険
料
率
の
引
き

上
げ
を
突
破
口
に
し
て
事
業

の
再
建
を
図
り
、
１
９
４
６

年
秋
ご
ろ
か
ら
損
害
保
険
協

会
が
中
心
と
な
っ
て
諸
方
面

に
要
請
し
た
結
果
、
基
本
保

険
料
率
の
大
幅
引
き
上
げ
が

実
施
さ
れ
た
。

　
他
方
、
火
災
損
害
の
防
止

軽
減
も
重
要
課
題
で
あ
っ

た
。
損
害
保
険
協
会
は
、
消

防
施
設
の
整
備
改
善
等
に
つ

い
て
各
方
面
に
働
き
掛
け
る

と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
も
防

火
思
想
の
啓
発
等
を
目
的
と

し
た
事
業
に
積
極
的
に
取
り

組
み
、
各
種
啓
発
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
の
他
、
防
火
ポ
ス
タ

ー
の
作
成
（
１
９
４
９
年
度

開
始
）
、
総
合
防
災
誌
「
予

防
時
報
」
の
発
行
（
１
９
５

０
年
４
月
創
刊
、
２
０
１
６

年
３
月
休
刊
）
、
消
防
自
動

車
の
寄
贈
（
１
９
５
２
年
度

開
始
）
等
、
多
く
は
そ
の
後

の
火
災
予
防
事
業
の
原
型
と

な
っ
た
。

　（
２
）
伸
展
期

　
ア
．
損
害
保
険
事
業
の
概

況

　
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
が
発
効
（
１
９
５
２
年

４
月
）
し
て
、
わ
が
国
は
政

治
的
独
立
を
得
た
。
ま
た
、

国
際
通
貨
基
金
に
加
盟
（
同

年
８
月
）
す
る
等
、
国
際
経

済
社
会
に
正
式
に
仲
間
入
り

し
た
。

　
経
済
の
正
常
化
と
と
も
に

火
災
保
険
の
損
害
率
も
安
定

し
、
損
害
保
険
会
社
の
元
受

正
味
保
険
料
収
入
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ

と
ほ
ぼ
同
程
度
の
成
長
を
遂

げ
、
１
９
５
５
年
ま
で
に
営

業
規
模
で
戦
前
水
準
を
上
回

っ
た
。

　
イ
．
自
動
車
の
普
及
と
自

動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
制

定　
戦
後
、
自
動
車
保
有
台
数

の
大
幅
な
増
加
に
伴
っ
て
交

通
事
故
が
激
増
し
、
被
害
者

の
救
済
が
社
会
問
題
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
１
９
５
５
年

７
月
に
自
動
車
損
害
賠
償
保

障
法
が
成
立
し
、
自
賠
責
保

険
の
引
き
受
け
が
開
始
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
動
車

保
険
部
門
は
急
速
に
伸
展

し
、
１
９
５
５
年
度
末
に
は

自
賠
責
保
険
と
任
意
自
動
車

保
険
の
合
計
元
受
正
味
保
険

料
収
入
は
、
全
種
目
の
10
・

７
％
、
新
種
保
険
種
目
の
89

・
７
％
を
占
め
る
に
至
っ

た
。３

．
高
度
成
長
期

か
ら
安
定
成
長
期

ま
で

（
１
９
５
８
年

～
１
９
８
５
年
）

　（
１
）
損
害
保
険
事
業
の

概
況

　
１
９
５
５
年
か
ら
１
９
７

３
年
の
20
年
近
く
の
間
、
日

本
経
済
は
成
長
率
が
年
平
均

10
％
を
超
え
る
目
覚
ま
し
い

成
長
を
遂
げ
た
が
、
第
１
次

石
油
危
機
（
１
９
７
３
年
10

月
）
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
受

け
た
。
そ
の
後
、
日
本
経
済

は
着
実
な
回
復
過
程
を
た
ど

り
、
安
定
成
長
期
に
移
行
し

た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

１
９
７
０
年
度
の
損
害
保
険

全
社
の
元
受
正
味
保
険
料
収

入
は
１
兆
83
億
円
に
達
し

た
。
こ
れ
は
１
９
５
８
年
度

の
約
13
倍
に
相
当
し
、
損
害

保
険
事
業
が
驚
異
的
に
伸
展

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
１
９
８
５
年
度
に

は
５
兆
７
８
６
４
億
円
に
達

し
、
１
９
７
１
年
度
の
約
５

・
１
倍
と
な
っ
た
。

　（
２
）
火
災
保
険
代
理
店

制
度
の
見
直
し

　
損
害
保
険
業
界
で
は
、
代

理
店
の
資
質
向
上
を
図
る
た

め
、
１
９
５
２
年
か
ら
業
界

共
通
の
火
災
保
険
代
理
店
格

付
制
度
を
実
施
し
て
い
た
。

　
１
９
６
０
年
代
に
入
り
、

経
済
情
勢
の
変
化
に
即
応
す

る
た
め
、
新
し
い
代
理
店
制

度
が
発
足
し
た
（
１
９
６
４

年
６
月
）
。
新
制
度
で
は
代

理
店
の
資
格
テ
ス
ト
制
度
等

が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
損
害
保
険
協
会
は
代
理

店
に
対
す
る
講
習
・
テ
ス
ト

そ
の
他
教
育
関
係
業
務
を
開

始
し
た
。

　（
３
）
新
潟
地
震
の
発
生

と
地
震
保
険
制
度
の
発
足

　
新
潟
地
震
（
１
９
６
４
年

６
月
）
を
契
機
と
し
て
、
地

震
保
険
に
関
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
（
１
９
６
６
年
５

月
）
、
官
民
共
同
で
運
営
す

る
地
震
保
険
制
度
が
誕
生
し

た
。

　
損
害
保
険
協
会
で
は
地
震

保
険
委
員
会
が
中
心
と
な

り
、
種
目
別
地
震
保
険
普
通

保
険
約
款
の
作
成
、
大
規
模

地
震
へ
の
対
応
と
し
て
の
共

同
査
定
体
制
の
確
立
等
を
実

施
し
た
。

　（
４
）
損
害
保
険
協
会
主

導
に
よ
る
各
種
事
業
の
展
開

　
ア
．
自
賠
責
保
険
の
広
報

活
動
お
よ
び
運
用
益
活
用
事

業　
自
賠
責
保
険
制
度
の
理
解

促
進
お
よ
び
保
険
加
入
漏
れ

防
止
の
た
め
、
１
９
６
６
年

か
ら
新
聞
広
告
の
掲
載
や
ポ

ス
タ
ー
作
成
等
、
自
賠
責
保

険
広
報
活
動
を
開
始
し
た
。

ま
た
、
１
９
７
１
年
か
ら
自

賠
責
運
用
益
を
活
用
し
、
交

通
事
故
被
害
者
へ
の
支
援
事

業
等
を
開
始
し
た
。

　
イ
．
損
害
保
険
の
普
及
活

動
、
災
害
予
防
活
動

　
損
害
保
険
協
会
で
は
、
損

害
保
険
思
想
の
啓
発
・
損
害

保
険
の
普
及
活
動
と
火
災
予

防
事
業
を
そ
れ
ぞ
れ
一
層
活

発
化
す
る
こ
と
と
し
た
。
１

９
６
２
年
か
ら
毎
年
11
月
を

「
火
災
保
険
の
月
」
に
設
定

し
、
火
災
予
防
・
火
災
保
険

の
理
解
促
進
等
に
向
け
た
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。

ま
た
、
損
害
保
険
が
学
校
教

育
で
一
層
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
文
部
省
に
要
望
し
た

他
、
高
校
で
の
損
害
保
険
講

演
会
に
初
め
て
講
師
を
派
遣

す
る
（
１
９
６
３
年
３
月
）

等
、
学
校
教
育
活
動
を
開
始

し
た
。

　
さ
ら
に
、
大
量
消
費
社
会

の
進
展
に
伴
い
消
費
者
問
題

が
顕
在
化
す
る
と
、
損
害
保

険
協
会
は
、
消
費
者
の
一
層

の
理
解
を
得
る
た
め
Ｐ
Ｒ
活

動
を
強
化
し
、
１
９
７
６
年

か
ら
消
費
者
行
政
機
関
と
の

懇
談
会
を
開
催
す
る
等
、
有

識
者
層
と
の
相
互
理
解
を
通

じ
て
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
把

握
に
努
め
た
。

　
ウ
．
消
費
者
運
動
と
損
害

保
険
業
界
の
対
応

　
経
済
の
伸
展
と
と
も
に
社

会
生
活
が
高
度
化
し
、
国
民

の
権
利
意
識
が
高
ま
る
に
つ

れ
、
消
費
者
運
動
は
従
来
に

増
し
て
活
発
化
し
て
い
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
損
害

保
険
各
社
で
は
消
費
者
サ
ー

ビ
ス
向
上
に
向
け
て
相
談
窓

口
を
設
け
る
機
運
が
生
じ
、

損
害
保
険
協
会
と
し
て
も
損

害
保
険
相
談
室
お
よ
び
損
害

保
険
調
停
委
員
会
を
設
置
し

（
１
９
６
５
年
８
月
）
、
相

談
・
苦
情
対
応
を
強
化
し

た
。

　
エ
．
日
本
国
際
保
険
学
校

（
Ｉ
Ｓ
Ｊ
）
の
開
校

　
国
連
貿
易
開
発
会
議
が
先

進
国
に
対
し
、
開
発
途
上
国

の
た
め
に
保
険
分
野
で
技
術

援
助
に
取
り
組
む
よ
う
勧
告

を
行
っ
た
こ
と
等
を
受
け
、

東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
保
険
技

術
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
、
日
本
国
際
保
険
学
校

（
Ｉ
Ｓ
Ｊ
）
を
開
校
し
た

（
１
９
７
２
年
夏
）
。
な

お
、
２
０
１
７
年
３
月
末
時

点
で
の
Ｉ
Ｓ
Ｊ
卒
業
生
は
１

９
８
６
名
に
達
し
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）

◇

　【
文
責
：
日
本
損
害
保
険

協
会
】

　
日
本
損
害
保
険
協
会
は
２
０
１
７
年
５
月
29
日
に
創
立
１
０
０
周
年
を
迎
え
る
。
こ
の
間
、
同
協
会
で
は
、
損
害
保

険
事
業
の
健
全
な
発
展
や
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
べ
く
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め

て
き
た
。
こ
の
節
目
に
あ
た
り
、
同
協
会
は
、
「
日
本
損
害
保
険
協
会
百
年
史
」
を
刊
行
し
た
。
同
書
で
は
既
刊
の

「
日
本
損
害
保
険
協
会
七
十
年
史
」
以
降
の
30
年
間
を
中
心
に
、
損
害
保
険
業
界
・
協
会
に
と
っ
て
特
に
記
録
と
し
て

残
す
べ
き
主
要
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
本
特
集
で
は
、
同
書
を
も
と
に
、
同
協
会
の
歩
み
を
毎
週
火

曜
日
の
本
紙
面
で
紹
介
し
て
い
く
。
第
１
回
の
今
回
は
、
同
書
の
資
料
編
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
「
日
本
損
害
保

険
協
会
七
十
年
史
」
の
要
約
を
も
と
に
、
同
協
会
が
設
立
さ
れ
た
１
９
１
７
年
か
ら
の
70
年
間
を
簡
単
に
振
り
返
る
。

特
集　

 

損
保
協
会  

～
１
０
０
年
の
あ
ゆ
み
～

１
９
１
７
年
～
１
９
８
５
年
の
沿
革

―
創
立
か
ら
戦
後
の
安
定
成
長
期
ま
で
―

【第１回】

1917年～1985年の沿革　関連年表
年 協会の主な出来事 損害保険業界をめぐる主な動き
1917 ・大日本聨合火災保険協会が設立
1923 ・関東大震災発生
1940 ・改正保険業法施行

1941 ・（旧）日本損害保険協会が設立
・火災保険料率協定改定

1942 ・損害保険統制会設立
・保険業法により、損害保険各社は協定料率
の使用を命令される

・金融統制団体令公布
1945 ・損害保険統制会解散
1946 ・日本損害保険協会が改めて設立

1948 ・社団法人に改組 ・保険募集の取締に関する法律施行
・損害保険料率算出団体に関する法律施行

1949 ・防火ポスター事業を開始
1950 ・「予防時報」創刊
1952 ・軽消防自動車の寄贈を開始 ・火災保険代理店格付制度発足
1955 ・自動車損害賠償保障法施行

1962 ・11月を「火災保険の月」に設定
（1965年、「損害保険の月」と改称）

1963 ・高等学校への講師派遣を開始

1964 ・代理店の教育関係業務を開始 ・新潟地震発生
・新火災保険代理店制度発足

1965 ・損害保険調停委員会、損害保険相談室を設置
1966 ・自賠責保険広報活動を開始 ・地震保険に関する法律施行
1971 ・自賠責保険運用益活用事業を開始
1972 ・日本国際保険学校（ISJ）開校
1973 ・ノンマリン代理店制度発足
1976 ・消費者行政機関との懇談会を開始
1980 ・新ノンマリン代理店制度発足

損保協会作成の記念ロゴ


